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議会基本条例の主な項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）早稲田大学マニフェスト研究所作成 

☆議会、議員の役割・責務の規定 

☆会派の役割・定義 

☆議会と住民との関係（住民参加の推進） 

 ・会議の原則公開 

 ・参考人制度、公聴会制度などの活用 

 ・議会報告会、意見交換会などの開催 

 ・請願、陳情の政策提案としての位置づけ 

☆議会と首長・執行部との関係（緊張関係の保持）  

 ・一問一答方式の導入 

 ・首長・執行部への反問権の付与 

 ・政策形成過程に関する資料提出、説明の義務化 

 ・議決事項の追加 

☆議会の機能強化 

 ・議員相互間の自由討議の推進 

 ・議案に対する議員の賛否の公表 

 ・政策条例の提案方法についての定め 

 ・議会活動に関する審査や諮問のための「付属機関」の設置 

 ・専門的知見（有識者）の活用 

☆議会事務局の体制整備 

☆政治倫理 

☆政務調査費 

☆議員定数 

☆最高規範性と見直し規定 


